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はじめに 

紀南地方老人福祉施設組合は白浜町にあり、白浜町は和歌山県の

南部に位置し、大きくは紀伊水道に面した半島地域、富田川下流域

及び日置川流域に分かれます。 

白浜町の年間平均気温は17.3 度、年間降水量は1,726.5 ミリ

メートルとなっています。温暖で明るく過ごしやすい気候と言えま

す。 

交通網は、東京方面へ航空路により約1時間程度で結ばれ、京阪

神地域へは、JR 紀勢本線、国道42号、高速道路（近畿自動車道紀

勢線）などにより約2〜3時間でむすばれています。 

 

紀南地方老人福祉施設組合では、これまで福祉サービスの一環として公共建築物を整備してき

ました。 

今後、人口の減少と少子高齢化が進む中、公共施設等の多くは老朽化が進んでおり、厳しい財

政状況のもと、今後の維持管理や更新等を如何に適正に行っていくかが大きな課題となっていま

す。 

「紀南地方老人福祉施設組合公共施設等総合管理計画（令和5年度改訂版）」（以下「本計

画」という。）は、このような現状を踏まえ、平成31年1月に策定した公共施設等総合管理計

画（以下「総合管理計画（初版）」という。）に時点補正を加えるとともに、将来にわたる課題

等を把握するとともに、長期的な視点を持って公共施設等の適正配置と有効活用及び財政負担の

軽減・平準化について検討し、持続可能な公共施設等の総合的かつ計画的な管理を実現していく

ために策定するものです。 

 

養護老人ホーム椿園 

 

特別養護老人ホーム百々千園 
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第１章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

1 公共施設等の状況 

（１）対象施設 

本計画は、公共建築物2施設（2棟）を対象としています（図表1-1 参照）。 

 

■図表 1-1 公共建築物の内訳 

区分 大分類 中分類 施設数 棟数 延床面積（㎡） 

普通会計 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 1 1 2742 

公営企業会計 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 1 1 3886 

 

（２）公共建築物の状況 

本組合が保有する公共建築物の総延床面積は、6628㎡です。 

 

ア 延床面積 

建物の延床面積の内訳では、高齢者福祉施設が100%を占めています。 

 

イ 築年別整備状況 

図表1-2は、公共建築物の築年別整備状況を表したものです。本組合では、1979年（昭和

54年）と2016年（平成28年）及び2000年（平成12年）と2001年（平成13年）に建設を

行ないました。築年数で見ると築30年以上の建物の延床面積が約31%を占めており、本計画の

計画期間内（40 年間）には更新等の時期を迎えることが見込まれています（図表1-2参照）。 

 

■図表 1-2 保有する建物の築年別整備状況：2023 年度（令和 4 年度）末現在 
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ウ 耐震化の状況 

建築基準法の耐震基準が1981年（昭和56年）に改正されましたが、この新基準に該当する

建物は全体の100%で、耐震化の行われていない建物はありません。 

 

2 総人口及び年代別人口の今後の見通し 

（１）総人口の見通し 

本組合の構成市町の総人口は減少を続けており、年少人口、生産年齢人口の減少がその要因と

なっています。そのため少子高齢化は進行し続け、高齢化率は３０％を超えてさらに上昇してい

ます。（図表1-3参照）。 

 

■図表1-3 構成市町における総人口・高齢者人口推移      （単位：人） 

 

  H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 

総人口 139,215 137,659 135,871 134,178 132,189 130,136 128,040 

高齢者人口 40,083 40,570 40,926 41,100 45,108 45,109 44,976 

高齢化率 28.8% 29.5% 30.1% 30.6% 34.1% 34.7% 35.1% 
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 財政の状況及び公共施設等に係る中長期的な経費の見込み 

（１）財政状況 

ア 歳入 

本組合の財政状況は、介護保険の改正（介護報酬）等の影響により、介護給付費の減収が予想

されます。本計画の計画期間中において、今後施設等の改修時期または更新時期を迎えることが

見込まれていることから、維持更新コストに対する財源の確保が必要となります。 

財政の状況については、令和4年度は約6.８億円で、このうち自主財源の割合は約98.6%とな

っています。一般財源は、平成2９年度以降は、約７億円前後で推移しています（図表1-4参

照）。 

■図表 1-4 歳入決算額の推移 

 

 

  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

都道府県支出金 111809 0 2150 200 14896 33229 9450 

国庫支出金 0 0 0 0 0 0 0 

地方債 59600 0 0 0 0 0 0 

一般財源 858782 701883 699556 683804 717544 744015 669630 
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イ 歳出 

令和4年度の歳出は、約6.4億円で、このうち義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の合計

は約4.8億円となり、歳出に占める割合は約75%となっています。 

歳出のうち、人件費については人件費の高騰による増加傾向が続いているとともに、社会保障

関係経費である扶助費についても、今後の施設入所の需要が高まっている状況を勘案すると高止

まりとなることが推察されます（図表1-5 参照）。 

 

■図表 1-5 歳出決算額の推移 

 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

繰出金 6849 0 0 0 0 0 0 

積立金等 15839 73885 35978 19571 38570 44066 22824 

公債費 47671 47865 47873 52469 55869 22055 8518 

投資的経費 336746 0 34551 1278 5272 72547 10879 

補助金等 35417 26791 23446 21227 34844 27238 19243 

扶助費 37112 42479 47140 46042 52368 60521 55329 

維持補修費 5279 5004 11296 3553 6164 4430 4509 
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投資的経費については、令和4年度は約0.2億円でした（図表1-6参照）。また、過去５年間

の平均では、全体に係るもので約0.２億円になっています。過去10年間の最大経費は、2016

年度（平成28年度）の約3.４億円となっています。 

■図表 1-6 投資的経費の推移及び内訳 

 

 

  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

投資的経費 336,746 0 34,551 1,278 5,272 72,547 10,879 

維持補修費 5,279 5,004 11,296 3,553 6,164 4,430 4,509 

 

（２）公共建築物の更新費用の推計 

施設の老朽化が進んでいく中で、施設を維持していくには、建替や大規模改修に係る膨大な更

新費用が生じてくるため、これに対する財政措置が大きな課題となってきます。 

現在保有する施設について、「第４章 資料編」で示した前提条件をもとに今後40年間（公共

施設更新費用試算ソフトで定められたシミュレーション期間）の更新費用を推計すると、約19

億円（年平均約0.45億円）となります（図表1-7 参照）。 

一方、2006年度（平成18年度）から2017年度（平成29年度）において、公共建築物の整

備に要した投資的経費は年平均約0.40億円であり、この支出水準を今後40年間維持しても、年

間あたり約0.05億円が不足します。 

このため、全ての施設を現状のまま保有していくことは財政的に厳しいものと考えられます。 
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■図表 1-7 将来更新費用の推計（公共建築物） 
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

１ 計画期間 

本計画の計画期間は、公共建築物の耐用年数を勘案し、中長期的な取組みとする必要があるこ

とから、公共建築物の更新費用試算期間と同様の40 年間（平成29年度～令和38年度）としま

す（図表2-1 参照）。 

 

■図表 2-1 計画期間 

 

 

 

２ 現況の問題点や課題に関する基本認識 

（１）公共施設等の更新費用より 

これまでに建設された本組合の公共建築物が、本計画の計画期間内（40年間）には更新等の

時期を迎えることとなり、今後40年間で見込まれる更新費用の総額は約19億円で、年平均約

0.5億円となります。 

 

（２）財政見通しより 

財政の内訳については、介護保険法による法定給付がその大部分を占めており、介護保険の改

正（介護報酬）等の影響により、介護給付費の減収が予想されます。その中で公共施設等の維

持・管理費用及び更新費用のすべてを賄うことは財政的に困難な状況が予想されます。 

 

（３）本計画の課題 

本組合の現況や課題に関する基本認識は、財政が逼迫する中で、長期的な視点を持って、財政

面と公共施設等を通じた安全・安心で利便性の高いサービスを両立させ、持続可能な公共施設等

マネジメントを構築することです。 
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３ 公共施設等マネジメントの基本方針 

本組合の公共施設等を取り巻く現況や課題に関する認識を踏まえ、持続可能なマネジメントの

基本方針を次のとおり定めます。 

 

（１）公共建築物の整備抑制 

原則として新たな機能を有する公共建築物の整備は可能な限り抑制することとし、公共施設サ

ービスの新たな需要がある場合には、既存施設の有効活用や代替サービス機能の提供を優先し、

検証を進めます。 

 

（２）公共建築物の機能に着目した統廃合や再配置の実施 

公共建築物が持つ機能に着目し、ひとつの施設に異なる複数の機能を持たせる統廃合・複合

化、類似した機能をひとつの施設に集める集約化、必ずしも公共が有する必要のない機能の民間

への移転、民間の保有する技術や資金、ノウハウを活用する官民連携など、状況に応じた検討を

進めます。 

 

（３）公共建築物の有効活用 

既に利用されなくなった遊休資産や統廃合等によって機能を失った施設や跡地についても、民

間側では利用価値がある場合も少なくないことから、積極的な売却や貸付を行うなど、その有効

活用を図ります。 

 

（４）持続可能な公共施設等のマネジメント 

更新費用のみならず維持・修繕費用も含めた費用対効果の面から必要性を総合的に判断し、最

適な状況で次世代に継承できる持続可能な公共施設等のマネジメントを実施します。 

 

■図表 2-2公共施設等のマネジメント 
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（５）公共施設等のライフサイクルコストの最適化 

維持していく公共施設等については、コストの面からも創意工夫を重ね、維持管理費・運営費

の縮減を進めます。また、安全性の確保を大原則としながらも事後保全と予防保全の取組みによ

る修繕費の平準化を進めるとともに、有効なものについては長寿命化を図るなど、ライフサイク

ルコストの最適化を進めます。 

 

４ 目標の設定 

（１）公共建築物の目標について 

「第１章 ３ 財政の状況及び公共施設等に係る中長期的な経費の見込み」で示したとおり、

現時点における公共建築物の更新費用（大規模改修及び建替え）の見通しは、年間約0.5億円

で、過去10年間の平均的な投資額である約0.45億円との差は約0.05億円となります（図表1-

7）。 

このことを踏まえ公共建築物の目標は、財政的なかい離の解消とサービス水準の維持におき、

次のような施策の展開により、目標の達成状況を段階的にマネジメントします。 

 

ア 維持管理費及び更新費用の精度向上 

維持管理費及び更新費用等の精度向上を図るとともに、今後継続的に投資できる予算の把握に

努め、財政面でのかい離とその解消状況をより明確なものとしていきます（図表2-3参照）。 

 

イ 財政面からの検証 

財政面から公共施設等マネジメントの基本方針への取組みを検証するため、新地方公会計制度

に基づき整備した固定資産台帳の有効活用を図ります。 

 

■図表 2-3 公共建築物の目標設定 

 

 

 

現状の公共施設を全てマネジメントする場合 マネジメントを機能させた場合

投資可能額 投資可能額

かい離0.05億円/年

過去10年間平均

0.45億円

0.5億円/年

かい離解消

かい離解消の

ためのマネジ

メントの基本

原則への取り

組み
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５ 全体的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

（１）全体的な取組体制 

今後、本計画を個別計画へと展開していくにあたっては、組合内の連携・協力を緊密に図っ 

ていく必要があります。このような観点から、公共施設等マネジメントに係る機能を「紀南地方

老人福祉施設組合事務局会議」に持たせ、継続的なマネジメントを行います（図表2-4 参

照）。 

 

■図表 2-4 公共施設等マネジメントの取組体制 

 

紀南地方老人福祉施設組合事務局会議で調整すべきマネジメントの役割は次のとおりです。 

① 基本的な役割 

・関連諸計画を踏まえた取組みの検討を行う。 

・取組意図を全体で共有する。 

② 施設内での取組み 

・公共施設等の情報を集約し、施設単位で全体的に共有する。 

・会議による情報共有を図り、関連部署間での活発なコミュニケーションを促す。 

・PPP/PFI など官民連携事業の全庁的な活用の検討を行う。 

 

（２）情報管理・共有方策 

公共施設等のマネジメントを効果的に実施していくために、紀南地方老人福祉施設組合事務局会

議を中心に、関係各部署に散在するデータをそれぞれの部門から収集し、施設カルテとして一元 

管理を行い、財政データとの連携を図ります（図表2-5 参照）。 

 

■図表 2-5 情報管理・共有方策 

 

紀南地方老人福
祉施設組合

事務局会議

施設所管課 施設管理

施設カルテ

財政データ

意思決定
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6 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

（１）点検・診断等に関する方針 

建物について、定期的に点検・診断し、経年による劣化状況や外的負荷による性能低下状況及

び管理状況の把握に努めます。 

 

（２）維持管理・修繕等に関する方針 

施設の重要度や劣化状況に応じて、維持管理・修繕・更新等を行うことにより、施設の性能維

持、安全性を確保するとともに、維持管理コストの縮減や平準化を図ります。 

 

（３）安全確保に関する方針 

危険性が認められる施設については、周辺施設や住環境に及ぼす影響や利用者の安全・安心を

考慮し、解体、除却等の検討を進めます。 

 

（４）長寿命化に関する方針 

長寿命化とは、老朽化した建物の構造・設備・機能等の耐久性を高め、建物自体をできるだけ

長く利用する手法です。このことによって建物のライフサイクルコストから求めた年当たり費用

の縮減と平準化を行います。 

※本組合において策定済の長寿命化計画（個別施設計画）（令和4年11月現在） 

・総合管理計画に基づく個別施設計画（保健・福祉施設） 

 

（５）ユニバーサルデザイン化に関する⽅針 

ユニバーサルデザイン2020⾏動計画（2017年（平成29 年）２⽉20⽇ユニバーサルデザ

イン2020関係閣僚会議決定）におけるユニバーサルデザインのまちづくりについての考え⽅を

参考に、⾼齢者、障がい者、⼦育て世代等多様な利⽤が想定される公共施設等について、誰もが

利⽤しやすい施設となることを⽬標としてユニバーサルデザイン化の推進に取り組みます。 

 

（６）脱炭素化の推進に関する⽅針 

地球温暖化対策計画（2021年（令和３年）10⽉22⽇閣議決定）に即して策定し、⼜は改訂

する地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）第21条第１項に規定する

地⽅公共団体実⾏計画（同法第21条第２項に掲げる事項について定める計画）の内容を踏ま

え、公共施設等への再⽣可能エネルギー設備等の導⼊など計画的な改修等による脱炭素化に取り

組みます。 

 

（７）統合・廃止等に関する方針 

公共建築物の統合・廃止（以下「再編」という。）にあたっては、施設カルテ等既存建物のデ

ータベースを構築し、評価結果及び公共施設等マネジメントの基本方針に基づき、再編に向けた

取組みを展開します（図表2-6 参照）。 
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（８）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針に関する方針 

ア 職員研修の実施 

職員一人一人が公共施設等マネジメント導入の意義を理解し、更なるサービスの向上のために

創意工夫を実践していくことが重要であることから、職員研修等の実施により職員意識の向上に

取り組みます。 

イ アウトソーシングの推進体制 

多数の施設の健全性を正しく評価し、迅速かつ的確に必要な措置を講ずるためには、適切な技

術力を持つ者に委託することも効率的な方策です。本組合においても専門的な技術力やマンパワ

ーを補うために、一定の能力を有する民間企業にアウトソーシングすることを検討します。 

 

■図表 2-6 施設再編方針にかかるスキーム図（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

法令等により設置が義務付けられている

住民ニーズが高く、住民生活において必要不可欠

な施設である

町の重点施策達成のために必要不可欠な施設である

施設の立地条件、受益者（利用者）の影響、人口

増減等を加味した将来需要等、総合的に検討した

結果、施設の再編等が可能な施設である

代替可能な同様の目的を持った施設がある

施設サービスの集約化等、施設の再編成を行うこ

とで、維持・更新費用の縮減や利用者の利便性の

向上が見込まれる

大規模改修・予防保全など

（将来的な需要等を考慮し、大

規模改修や予防保全により施設

の長寿命化を図る）

規模縮小・再編

建 替NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

廃 止

NO
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７ フォローアップの実施方針 

 

（１）実施展開に向けての準備 

本計画の実施展開に向けて、関係各課が所管する公共建築物の現状を把握・共有し、全体的な

公共施設等マネジメントの準備を進めます。 

 

（２）マネジメントサイクルの形成 

本計画の実施展開においては、図表2-7に示すマネジメントサイクルを形成し、組合が保有す

る資産規模、資産の老朽化度、調達財源を示す負債規模といった現況を理解し、公共施設等の総

量縮減を含む再配置等を進めます。 

 

■図表 2-7 総合管理計画マネジメントサイクル（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•組織間情報共有
•職員研修の実施等
（職員の意識改革）

•官民連携事業など効
果的な手法への取り組
み

•住民ニーズの把握

【計画 Plan】

・公共施設等の評価

・再編計画の策定

・予算等の要求

・計画展開の意思決定

【実施 Do】

・事業の実施

・関係機関との連携

・効果的なアウトソーシング

・継続的なモニタリング

【検証 Check】

・目標値と実施結果の検証

・財政面からの検証

【見直し Act】

・検証結果の分析

・公共施設等再評価

・計画の見直し

・研修等へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
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（３）本計画の検証について 

本計画では、公共施設等マネジメントの基本方針に関する評価指標に基づき、実施状況 

や有効性の検証に取り組みます（図表 2-8 参照）。 

 

■図表 2-8 評価指標例 

視点 評価指標 目標値 

（全体の方向性） 

公共施設等マネジメント

の基本方針 

 

① 公共建築物の整備抑制 

② 公共建築物の機能に着目した統廃合

や再配置の実施 

③ 公共建築物の有効活用 

④ 公共施設等のライフサイクルコスト

の最適化 

⑤ 持続可能な公共施設等のマネジメン

ト 

詳細は適宜、実施計画

において定める 

（個々の施設の在り方） 

個別計画 

・利用者数、利用者満足度等 ・詳細は適宜、個別計

画 

で設定する 

 

（４）財政側面からのマネジメント支援について 

既存の財政指標等を活用し、公共施設等が財政に与えている影響の検証に適宜取り組み 

ます（図表2-9 参照）。 

 

■図表 2-9 本計画の進捗を財政面から検証するための指標例 

目的：財務的視点 検証・確認すべき指標 

財政規律の堅持 

：健全性（ストック＆フロー） 

健全化判断比率 

・実質赤字比率 

・連結実質赤字比率 

・実質公債費比率 

・公営企業資金不足比率 

・将来負担比率 

資産の継承 

：資産形成度（ストック） 

資産老朽化比率 

※総務省改訂モデルから新会計基準への移行により、数値が

変動することが想定される 

③ 高品質な財政運営 

：弾力性（フロー） 

経常収支比率 

公債費負担比率 

 

 



17 

 

第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

１ 公共建築物について 

全ての公共建築物について、既存の施設は、適切な点検・診断等及び耐震化を含む維持管理・

修繕を実施し、施設の長寿命化に努めます。 

また、更新等の時期が到来した段階においては、その施設の評価（建物、コスト、公共サービ

ス）に基づき、機能・サービスの優先度や提供範囲を再確認し、施設の除却（廃止・解体等を含

む）も含めた再編の検討に取り組みます。 

 

（１）保健・福祉施設 

保健・福祉施設は、養護老人ホーム（椿園）・特別養護老人ホーム（百々千園）の、現在２施

設、２棟、総延床面積6628㎡を保有しています。保有施設のうち約31%（総延床面積2065

㎡）が築30年以上経過しています。 

今後は、中長期の需要等を勘案しながら、施設利用者との協議の上、統廃合や民営化などの検

討を行う必要があります。 
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第４章 資料編 

１ 更新費用の推計条件 

更新費用推計の条件は、「白浜町公共施設等総合管理計画（平成29年3月） 第4章 資料

編」を基にしています。抜粋は以下のとおりです。 

 

総務省提供の「公共施設等更新費用試算ソフト」の初期設定値を用いています。これらの初期

設定値は、2011年（平成23年）3月に総務省監修の下、日本財団の助成を受けて財団法人自

治総合センターが行った 「公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推計する方法

に関する調査研究」に基づくものです。（図表4-1参照）。 

 

■図表 4-1 公共建築物の更新費用推計条件 

基本的な考え方 ○公共建築物の大分類ごとに、建替え、大規模改修について、更新年数経過

後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮定し、延床面積等の数量に更新

単価を乗じることにより、更新費用を試算する。 

数量について ○公共建築物の過去の年度ごとの延床面積を用いる。 

○1950 年（昭和 25 年）以前の施設については、合計した延床面積を用い

る。 

更新（建替え） ○更新年数：建設年から60年目に建替えることとしている。 

○建替え期間：単年度に建替えの負担が集中しないように建替え期間を3年

としている（59年目～61年目）。 

○積み残し処理を割り当てる年数：試算時点で更新年数を既に経過し、建替

えられなくてはならないはずの施設が、建替えられずに残されている場合

に、積み残しを処理する年数を10年としている。 

大規模改修 ○実施年数：建設年から30年目に大規模改修を行うこととしている。 

○修繕期間：単年度に大規模改修の負担が集中しないように修繕期間を２年

としている（29年目～30年目）。 

○積み残し処理を割り当てる年数：試算時点で改修実施年数を既に経過し、

大規模改修されなくてはならないはずの施設が、大規模改修されずに残さ

れている場合に、積み残しを処理する年数を10年としている。ただし、建

設時より51年以上経ているものについては建替えの時期が近いので、大規

模改修は行わずに60年を経た年度に建替えると仮定している。 

 

対象施設類型 更新（建替え）単価 大規模改修単価 

住民文化系、社会教育系、行政系施設等 40 万円/㎡ 25 万円/㎡ 

※大規模改修の単価は、建替えの約6 割で想定するのが一般的とされているため、この想定の単価を設定してい

る。 
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第5章 総合管理計画に基づく個別施設計画（保健・福祉施設） 

 

１ 計画期間 

平成３０年 4 月 1 日から令和３５年 3 月 31 日まで 

※計画見直し予定年度（令和 1５年度 令和 2５年度） 

 

２ 対象施設 

   本個別施設計画の対象施設は、次に示す施設とする。 

№ 施設名 所在地 基本的な方針 

1 養護老人ホーム椿園 白浜町椿 存続 機能維持のための修繕を実施 

2 特別養護老人ホーム百々千園 白浜町中 存続 機能維持のための修繕を実施 

 

 

３ 施設管理に関する基本的な方針 

・高齢者施設においては、必要な保健・福祉サービスを提供する介護施設は存続とし、機能維持

に努めるほか、将来的な大規模改修や改築を見据えの機能保全を図りながら、適正な維持管理を

図る。 
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【個別票】 

 

施設№１ 

作成日 令和５年１２月１日 

所管課 養護老人ホーム椿園庶務係 

 

  

 

1 施設の概要 

施設名称 養護老人ホーム椿園（第１棟） 施設面積 2065 ㎡（40 床） 

所在地 白浜町椿 1059-1 建設年 昭和 54年（耐用年数 47 年） 

耐震化基準 基準適合 構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階 

特記事項 白浜町指定避難所 

 

2 管理に関する基本的な方針 

施設の評価 型  

基本的な方針 存続 機能維持のための修繕を実施 

基本的な方針の考え方 

 

 

養護老人ホームとして、利用者の生活する目的で設置された施設で

あり、幅広く利用されており、機能維持のための修繕を実施しなが

ら施設を存続させていく。 

 

集約・複合化の検討について 

 

公民連携の検討について 

 

民間等への譲渡の検討について 

 

国・県・市町協働の検討について 

 

目標使用年数 

【平成 30 年以降 30 年以上使用】 
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建物の主体構造は 35 年経過しているが、平成 28 年度に大規模改修・修繕を実施しており、

現段階では問題ないので、設備の改修等を行ないながら、耐用年数である 47 年以上利用でき

るようにする。目標使用年数経過後は、建物状況や利用状況を見ながら、以後の方針を決定す

る。 

管理上の課題等 

経年による劣化及び不具合が生じており、施設の機能維持のため、計画的に改修工事等、必要

な工事を行ないながら、建物の長寿命化を図る必要がある。 

管理に関する実施方針 

・外壁及び屋根が老朽化してきている。 

 

管理に関する実施計画（№1 及び№2） 

年度 大規模な改修・修繕の内容 概算額（千円） 備考 

R01(2018） 玄関スロープ部屋根設置工事 876  

R02(2019） WIFI 環境整備工事 

換気設備整備工事 

床抗菌シート張替工事 

574 

1,562 

828 

 

R03(2020） 介護用リフト付き浴槽設置工事 

自動ドア設備更新工事 

2,395 

858 

 

R04(2021） キュービクル式高圧受電設備改修工事 

調理室外気ファン更新工事 

6,133 

953 

 

R05(2022） 家族面会室設置工事 

施設防水補修工事 

9,975 

1,200 

 

R06(2023） 外壁補修工事 

屋根更新工事 

自家発電機更新工事 

多床室個室化工事 

30,000 

89,100 

10,000 

6,420 

 

R07(2024）    

R08(2025）    

 

（参考）養護老人ホーム椿園全体の維持管理経費等の状況（№1及び№2） 

（単位：千円） 

【支出】  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

保守（委託）コスト 798 729 999 1,111 1,812 1,727 1,633 

使用料コスト 2,410 1,740 1,554 1,439 331 331 446 

修繕コスト 709 963 1,170 1,352 1,324 817 1,671 

工事費コスト 326,286 2,906 32,499 1,278 4,447 1,248 8,149 

合計 330,203 6,338 36,222 5,180 7,914 4,123 11,899 
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【個別票】 

 

施設№2 

作成日 令和５年１２月１日 

所管課 養護老人ホーム椿園庶務係 

 

  

 

1 施設の概要 

施設名称 養護老人ホーム椿園（第２棟） 施設面積 717 ㎡（30 床） 

所在地 白浜町椿 1059-1 建設年 平成 28年（耐用年数 47 年） 

耐震化基準 基準適合 構造・階数 鉄筋コンクリート造 ２階 

特記事項 椿園増築部分 

 

2 管理に関する基本的な方針 

施設の評価  型  

基本的な方針 存続 機能維持のための修繕を実施 

基本的な方針の考え方 

 

 

養護老人ホームとして、利用者の生活する目的で設置された施設で

あり、幅広く利用されており、機能維持のための修繕を実施しなが

ら施設を存続させていく。 

 

集約・複合化の検討について 

 

公民連携の検討について 

 

民間等への譲渡の検討について 

 

国・県・市町協働の検討について 

 

目標使用年数 

【平成 30 年以降 30 年以上使用】 
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建物の主体構造は 5年経過しているが、耐用年数以上を今後の目標使用年数とし、設備の改修

等を行ないながら、耐用年数である 47 年以上利用できるようにする。目標使用年数経過後は、

建物状況や利用状況を見ながら、以後の方針を決定する。 

管理上の課題等 

 

 

 

管理に関する実施方針 

 

 

管理に関する実施計画 

 

個票№1 に記載。 

 

 

（参考）養護老人ホーム椿園全体の維持管理経費等の状況 

 

個票№1 に記載。 
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【個別票】 

 

施設№3 

作成日 令和 5年 12月 1 日 

所管課 特別養護老人ホーム百々千園庶務係 

 

  

 

1 施設の概要 

施設名称 特別養護老人ホーム百々千園 施設面積 3046 ㎡（50 床） 

所在地 白浜町中 1652 建設年 平成 12年（耐用年数 47 年） 

耐震化基準 基準適合 構造・階数 鉄筋コンクリート造 5階 

特記事項  

 

2 管理に関する基本的な方針 

施設の評価 型  

基本的な方針 存続 機能維持のための修繕を実施 

基本的な方針の考え方 

 

 

特別養護老人ホームとして、利用者の生活する目的で設置された施

設であり、幅広く利用されており、機能維持のための修繕を実施し

ながら施設を存続させていく。 

 

集約・複合化の検討について 

 

公民連携の検討について 

 

民間等への譲渡の検討について 

 

国・県・市町協働の検討について 

 

目標使用年数 

【平成 30 年以降 30 年以上使用】 
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建物の主体構造は 22 年経過しているが、耐用年数以上を今後の目標使用年数とし、設備の改

修等を行ないながら、耐用年数である 47 年以上利用できるようにする。目標使用年数経過後

は、建物状況や利用状況を見ながら、以後の方針を決定する。 

管理上の課題等 

経年による劣化及び不具合が生じており、施設の機能維持のため、計画的に改修工事等、必要

な工事を行ないながら、建物の長寿命化を図る必要がある。 

管理に関する実施方針 

・屋内の給水管については、老朽化があり水漏れ等が発生している。 

・給湯設備が老朽化している。 

・電子錠システムの老朽化及び消耗部品が生産中止となり、修理が困難になっている。 

・非常自動通報設備（火災通報装置）が老朽化している。 

 

管理に関する実施計画 

年度 大規模な改修・修繕の内容 概算額（千円） 備考 

R01(2018）    

R02(2019） 換気設備整備工事 737  

R03(2020） 空調設備更新工事 

ナースコール更新工事 

居室換気設備更新工事 

59,400 

7,568 

2,530 

 

R04(2021） ＷＩＦＩ整備工事 2,608  

R05(2022）    

R06(2023） 給湯設備更新工事 

多床室個室化工事 

小荷物用昇降機更新工事 

32,000 

8,560 

6,500 

 

R07(2024） LED 照明更新工事 

屋根補修工事 

電子錠システム更新工事 

10,000 

10,000 

1,600 

 

R08(2025） 非常自動通報設備更新工事 2,500  

 

（参考）特別養護老人ホーム百々千園全体の維持管理経費等の状況（№1及び№2） 

（単位：千円） 

【支出】 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 

保守（委託）コスト 2,502 2,426 2,561 2,573 3,038 2,971 3,052 

使用料コスト 1,766 1,798 1,407 1,534 1,639 1,763 1,738 

修繕コスト 4,487 3,903 9,611 1,977 4,520 3,512 2,655 

工事費コスト 864 0 1,559 0 825 71,518 2,729 

合計 9,619 8,127 15,138 6,084 10,022 79,764 10,174 
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【個別票】 

 

施設№4 

作成日 令和５年１２月１日 

所管課 特別養護老人ホーム百々千園庶務係 

 

  

 

1 施設の概要 

施設名称 特別養護老人ホーム百々千園 施設面積 840 ㎡（20 床） 

所在地 白浜町中 1652 建設年 平成 13年（耐用年数 47 年） 

耐震化基準 基準適合 構造・階数 鉄筋コンクリート造 2階 

特記事項 地域交流ホール・白浜町指定避難所 

 

2 管理に関する基本的な方針 

施設の評価 型  

基本的な方針 存続 機能維持のための修繕を実施 

基本的な方針の考え方 

 

 

特別養護老人ホームとして、利用者の生活する目的で設置された施

設であり、幅広く利用されており、機能維持のための修繕を実施し

ながら施設を存続させていく。 

 

集約・複合化の検討について 

 

公民連携の検討について 

 

民間等への譲渡の検討について 

 

国・県・市町協働の検討について 

 

目標使用年数 

【平成 30 年以降 30 年以上使用】 
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建物の主体構造は 21 年経過しているが、耐用年数以上を今後の目標使用年数とし、設備の改

修等を行ないながら、耐用年数である 47 年以上利用できるようにする。目標使用年数経過後

は、建物状況や利用状況を見ながら、以後の方針を決定する。 

管理上の課題等 

経年による劣化及び不具合が生じており、施設の機能維持のため、計画的に改修工事等、必要

な工事を行ないながら、建物の長寿命化を図る必要がある。 

管理に関する実施方針 

個票№3 に記載。 

 

 

 

管理に関する実施計画 

 

個票№3 に記載。 

 

 

（参考）特別養護老人ホーム百々千園全体の維持管理経費等の状況（№3及び№4） 

 

個票№3 に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


